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会 議 記 録 

 

 高松市附属機関等の会議の公開及び委員の公募に関する指針の規定により、

次のとおり会議記録を公表します。  

会 議 名 平成２７年度  高松市自転車等駐車対策協議会  

開催日時  平成２７年７月２２日（水）10 時 00 分～11 時 20 分 

開催場所  高松市役所  １１３会議室  

審議事項  １  会長・副会長の選任について  

２  自転車等駐車対策関係の収支（決算）について  

３  平成２６年度自転車等駐車対策事業報告について  

４  その他  

公開の区分   ■ 公開   □ 一部公開   □ 非公開  

上記理由  公開のため特記なし  

出席委員  

１４人  

伊藤委員、佐川委員、岡田委員、松山委員、坂本委員、久保委

員、森澤委員、藤田委員、江村委員、前川委員（代理：前田様）、

濱中委員、今田委員（代理：西本様）、川﨑委員、安西委員（代

理：生田様）  

傍 聴 者 ０人  （定員  ２人）  

担当課及び  

連絡先  

都市整備局都市計画課事業係  

０８７－８３９－２４５５ 

 

審議経過及び審議結果  

【開会】  

 都市整備局長（挨拶）  

委 員 自己紹介  

事務局 委員１５人中１４人の出席があり、会議が成立することを報告  

【審議】  

１ 会長・副会長の選任  

 委 員 会長を伊藤委員にお願いしたい旨の発言あり。  

     全委員からの賛同あり。  

 委 員 副会長を岡田委員にお願いしたい旨の発言あり。  

     全委員からの賛同あり。  

 事務局 会長を伊藤委員、副会長を岡田委員として決定する。  
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 新会長（挨拶）  

 事務局 「高松市自転車等駐車対策総合計画」について説明  

 【議事・審議】  

２ 自転車等駐車対策関係の収支（決算）について  

３ 平成２６年度自転車等駐車対策事業報告について  

４ その他  

 ２から４を一括して事務局から説明。  

  

 【主な質疑・意見等】  

委  員）  自転車等駐車対策関係の収支（決算）について、歳入の自転車等駐車

場駐車料が、平成２６年度に対して平成２７年度が約５００万増となっ

ているが、何か収入増の予定があるのでしょうか？  

事務局）  平成２６年度は実績の額で、平成２７年度は予算の額です。２６年度

も２７年度と同等額の予算を見込んでいましたが実績額が下回ったもの

です。  

委  員）  高松駅周辺の自転車利用について、短時間の買物等では、地下の駐輪

場を利用しない場合が多い。また、高齢者等は地下の駐輪場では使用し

づらいのでは？  

     レンタサイクルの点検・整備は定期的に行っていますか？  

事務局）  短時間の買物や、高齢者等であっても、地下駐輪場の使用をお願いし

たい。スーパーにも駐輪禁止区域での駐輪防止について、店内放送をお

願いしているが、引き続き地下駐輪場の利用について周知してまいりた

い。 

     レンタサイクルの点検整備は、都市計画課で雇用している整備員が適

時行い、安全を重視し貸出を行っています。  

委  員）   鉄道駅周辺の自転車等駐車場整備状況について、仏生山駅の要整備台

数が多いのはなぜか？  

事務局） 市民病院の整備に伴う駅前広場整備事業で整備を予定しています。  

 

委  員）  駐輪場が地下にあるため、高齢者は使用が不便。地上に公的駐輪場を

設置する考えはないか？また、点字ブロックの上に駐輪している自転車

もある。  

事務局）  地上部の駐輪場の整備は、整備に係るコストを勘案しても、難しく、
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土地の有効活用を考慮すると、地下での整備となる。  

マナー違反の駐輪に対しては啓発を行うとともに、事業者に臨時駐輪

場の設置などを呼びかけてまいりたい。  

委  員）  ことでん等のノンステップバスに自転車を乗入れできるようにしては

どうか？  

 委  員）  ７月から志度線において、土・日・祝にサイクルトレインを実施して

いる。１日平均２０人前後の利用があり、今後、琴平線、長尾線でも実

施を検討している。バスへの自転車乗入れについては検討事項としたい。 

委  員）  丸亀町商店街において、三輪自転車やシニアカーの乗入れを許可して

ほしい。  

委  員）  三輪自転車は、現行法では、乗り入れは困難と考えるが、シニアカー

は準歩行者扱いとなり、規制の対象とはならず乗り入れ可である。  

委  員）  三輪自転車に許可シール等を貼り付けることで乗入れ可とできない

か？ 

委 員） 丸亀町商店街自転車乗り入れ禁止については一定の成果を上げており、

例外を設けることは難しい。検討事項としたい。  

 

【次年度の会の開催について】  

事務局）  次年度は、総合計画の中間年次に当たることから、事務局で調査等を

行い、計画の見直しを行うか否かの判断・審議を行うための資料を作成

するため、会議の開催までお時間を頂きたいと存じます。  

 

 

以上 閉会  

 

上記会議記録について、内容に間違いがないことを報告いたします。  

 

平成２７年８月７日  

  署名人 久保  健治    

 

        署名人 前田  健太郎   


